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福祉のまちづくり条例に基づくチェック＆アドバイスの結果

○チェック＆アドバイス制度とは

○明石公園での実施状況

日 程 対象エリア

第１回(令和４年12月9日) こどもの村周辺

第２回(令和４年12月19日) 第一野球場周辺

第３回(令和５年１月31日) 陸上競技場周辺

第４回(令和５年２月９日) 明石城郭周辺

○福祉のまちづくりアドバイザー
➢ アドバイザー数：各日４～５名
➢ 専門分野又は障害の種別：
・建築士、介護福祉士
・車椅子利用者、身体障害者(肢体(上肢))
言語・聴覚障害者、利用者(発達障害)の親

第１回

第２回

第３回

第４回

福祉のまちづくりアドバイザーが園路やトイレ等を施
設ごとに現場点検し、改善点をアドバイス。

福祉のまちづくり条例に基づき、県が登録する「福祉のまちづくりアドバイザー」が、建築・福祉
等に関する専門的な視点や利用者の立場から、施設の点検・助言を行う制度。
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福祉のまちづくり条例に基づくチェック＆アドバイスの結果

○主な意見と対応方針

チェック
(点検施設)

アドバイス
（助言内容）

対応方針

トイレ

➢ 多目的トイレは男女兼用であるが、
入口ピクトグラムの色分け(赤・青)
が男女別と誤解を与える。

➢ 多目的トイレを示すピクトグラ
ム色を変更(緑色等)し、区
別する。

➢ ほとんど利用が無い多目的トイレ
(9号)は、防犯上早急に撤去した
方が良い。

➢ 撤去する。

➢ 改修済みのトイレに問題は無い。これ程の設備を備えているところは少ないと思う

園路
➢ 出入口のバイク進入防止ゲートは、
大型の車椅子やベビーカーが通行
できない。

➢ ゲート形状変更を検討する。

掲示板
・標識

➢ 行き先表示板の文字が薄くなり、見えずらい
物あり。文字も小さい。

➢ 老朽化したものから順次更新
し、文字サイズも変更する。

野球場
➢ 障害者の方には炎天下での観戦が厳しいの
では？

➢ 改修設計(現在実施中)にお
いて対策を検討する。

駐車場
➢ 路面に大きく車椅子マークを表示し、下地を
青着色するとわかりやすい。

➢ 舗装更新時にマーク表示及
び青着色を行う。


